
医政発第０３３１００２号 

平成１８年３月３１日 

 

 

各 都道府県知事  殿 

 

 

厚生労働省医政局長 

 

 

「特別医療法人について」の一部改正について 

 

 

平成１７年６月２９日付けで公布された介護保険法等の一部を改正する法律（平成

１７年法律第７７号）のうち、予防重視型システムへの転換及び新たなサービス体系

の確立に関する規定並びに平成１７年１１月７日付けで公布された障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）のうち、施設体系・事業体系の見直しに関する規定の

一部については、平成１８年４月１日に施行される予定である。 

また、平成１８年度社会保険診療報酬改定に伴う関連告示（診療報酬の算定方法を

定める件（平成１８年厚生労働省告示第９２号）、基本診療料の施設基準等を定める

件（平成１８年厚生労働省告示第９３号）、特掲診療料の施設基準等を定める件（平

成１８年厚生労働省告示第９４号））が平成１８年３月６日付けで告示され、平成１

８年４月１日から適用される。 

これらを踏まえ、医療法施行規則第３０条の３５第１項第２号に規定する厚生労働

大臣が定める基準の一部を改正する件（平成１８年厚生労働省告示第２９４号。以下

「改正告示」という。別添１参照。）が平成１８年３月３１日付けで告示され、平成

１８年４月１日から適用することとされたところである。 

ついては、「特別医療法人について」（平成１０年７月６日健政発第８０２号厚生

省健康政策局長通知）の一部を別添２新旧対照表のとおり改正することとしたので、

予め留意の上その運用に遺漏なきを期されたい。 

なお、改正告示による改正前の医療法施行規則第３０条の３５第１項第２号に規定

する厚生労働大臣が定める基準（以下「旧告示」という。）に基づき、医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第４２条第２項に規定する要件に該当するものとして定款又

は寄附行為の認可の申請をした医療法人については、旧告示の規定は、なおその効力

を有することとするので、留意されたい。 



 
（
別
添
１
） 

 

○ 

医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

 

正

 

案 

現

 

行 

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。 

イ
～
へ 

（
略
） 

ト 

削
除 

  

チ 

平
成
七
年
四
月
三
日
児
発
第
三
百
七
十
九
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
「
母

子
医
療
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
周
産
期
医
療
施
設 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

   

（
削
る
） 

一 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
病
院
で
あ
る
こ
と
。 

イ
～
へ 

（
略
） 

ト 

平
成
四
年
十
二
月
十
八
日
健
政
発
第
八
百
十
二
号
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
通
知

「
患
者
環
境
改
善
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
患
者
環
境
改

善
施
設
整
備
事
業
実
施
病
院 

チ 

昭
和
五
十
四
年
七
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
医
第
百
三
十
七
号
厚
生
事
務
次
官
通

知
「
医
療
施
設
等
施
設
整
備
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ

る
病
院 

（
１
） 

教
育
病
院 

（
２
） 

不
採
算
地
区
病
院
（
た
だ
し
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備

の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
を
受
け
た
地
域
を

有
す
る
市
町
村
の
区
域
に
所
在
す
る
病
院
を
除
く
。
） 

（
３
） 

周
産
期
医
療
施
設 

リ 

平
成
六
年
六
月
二
十
三
日
健
政
発
第
四
百
九
十
五
号
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
通

リ 

平
成
六
年
六
月
二
十
三
日
健
政
発
第
四
百
九
十
五
号
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
通
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知
「
研
修
医
の
た
め
の
研
修
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
研

修
医
の
た
め
の
研
修
施
設
を
整
備
す
る
病
院 

ヌ 

（
略
） 

ル 

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
病
院 

ヲ 

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
三
号
）

に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都

道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
緩
和
ケ
ア
を
行
う
病
棟
を
有
す
る
病
院 

ワ
・
カ 

（
略
） 

ヨ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
四
号
）

に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都

道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
精
神
科
作
業
療
法
、
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
、
精
神

科
デ
イ
・
ケ
ア
、
精
神
科
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
、
精
神
科
デ
イ
・
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
又
は

重
度
認
知
症
患
者
デ
イ
・
ケ
ア
を
行
う
病
院 

知
「
研
修
医
の
た
め
の
研
修
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
」
に
規
定
す
る
研
修
医
の
た

め
の
研
修
施
設
を
整
備
す
る
病
院 

ヌ 

（
略
） 

ル 

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
七
の
二
に

規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
病
院 

ヲ 

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
二
年
三
月
十
七
日
厚
生
省
告
示
第
六
十

七
号
）
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長

又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
緩
和
ケ
ア
を
行
う
病
棟
を
有
す
る
病
院 

ワ
・
カ 

（
略
） 

ヨ 

特
掲
診
療
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
六
十
八
号
）
に
定
め

る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
た
精
神
科
デ
イ
ケ
ア
を
行
う
病
院 

 

タ 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
六
項

に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
実
施
し
て
い
る
精
神
病
院 

 

タ 

平
成
四
年
七
月
二
十
七
日
健
医
発
第
九
百
二
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
「

精
神
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
（
精
神
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
の
実
施
に

つ
い
て
」
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
地
域
生
活
援
助
事
業
を
実
施
し
て
い
る
精
神

病
院 

レ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
を
運
営
し
て
い
る
精
神
病
院 

レ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
を
運
営
し
て
い
る
精
神
病
院 

ソ
～
ネ 

（
略
） 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
診
療
所
で
あ
る
こ
と
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地

ソ
～
ネ 
（
略
） 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
診
療
所
で
あ
る
こ
と
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

特
掲
診
療
の
施
設
基
準
等
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方



 
 

 

3

方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
在
宅
末
期
医
療
を
行
う

診
療
所 

ホ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地

方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
在
宅
時
医
学
総
合
管
理

を
行
う
診
療
所 

ヘ 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
も
の
と
し
て
指

定
を
受
け
た
診
療
所 

社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
在
宅
末
期
医
療
を
行
う
診

療
所 

ホ 

特
掲
診
療
の
施
設
基
準
等
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方

社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
寝
た
き
り
老
人
在
宅
総
合

診
療
を
行
う
診
療
所 

ヘ 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
も
の
と
し
て
指
定
を
受
け
た
診
療
所 

ト
・
チ 

（
略
） 

リ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地

方
社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
精
神
科
作
業
療
法
、
精

神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
、
精
神
科
デ
イ
・
ケ
ア
、
精
神
科
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
、
精
神

科
デ
イ
・
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
又
は
重
度
認
知
症
患
者
デ
イ
・
ケ
ア
を
行
う
診
療
所 

ト
・
チ 

（
略
） 

リ 

特
掲
診
療
の
施
設
基
準
等
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
地
方

社
会
保
険
事
務
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
精
神
科
作
業
療
法
、
精
神

科
デ
イ
・
ケ
ア
、
精
神
科
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
又
は
精
神
科
デ
イ
・
ナ
イ
ト
・
ケ
ア
を

行
う
診
療
所 

ヌ 

（
略
） 

 

ヌ 

（
略
） 

 









 
1 

○「特別医療法人について」（平成１０年７月６日健政発第８０２号） 
新 旧 

  
第２ 特別医療法人の要件 

 １ （略） 

 

２ 医療施設について（規則第３０条の３５第１項第２号） 

当該医療法人が開設する病院又は診療所のうち、一以上のものが、

(1)及び(2)に該当するものであること。 

 

(1) ①に掲げる病床のいずれかを含み、又は②に掲げる病院又は診

療所であること。 

① （略） 

 

②Ⅰ 次のいずれかに該当する病院であること。 

イ～ヘ （略） 

ト 削除 

 

 

チ 平成７年４月３日児発第３７９号厚生省児童家庭局長通

知「母子医療施設整備事業の実施について」に規定する周

産期医療施設 

      （削る） 

      （削る） 

 

第２ 特別医療法人の要件 

 １ （略） 

 

２ 医療施設について（規則第３０条の３５第１項第２号） 

当該医療法人が開設する病院又は診療所のうち、一以上のものが、

(1)及び(2)に該当するものであること。 

 

(1) ①に掲げる病床のいずれかを含み、又は②に掲げる病院又は診

療所であること。 

① （略） 

 

②Ⅰ 次に掲げる病院であること。 

イ～ヘ （略） 

ト 平成４年１２月１８日健政発第８１２号厚生省健康政策

局長通知「患者環境改善施設整備事業の実施について」に

規定する患者環境改善施設整備事業実施病院 

チ 昭和５４年７月２７日厚生省発医第１３７号厚生事務次

官通知「医療施設等施設整備費の国庫補助について」に規

定する次に掲げる病院 

(1) 教育病院 

(2) 不採算地区病院（ただし、辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

（別添２） 



 
2 

 

 

 

      （削る） 

リ 平成６年６月２３日健政発第４９５号厚生省健康政策局

長通知「研修医のための研修施設整備事業の実施について」

に規定する研修医のための研修施設を整備する病院 

ヌ （略） 

ル 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７

の２第１項に規定する老人介護支援センターの事業を実施

している病院 

ヲ 基本診療料の施設基準等（平成１８年厚生労働省告示第

９３号）に定める施設基準に適合するものとして地方社会

保険事務局長又は都道府県知事に届け出た緩和ケアを行う

病棟を有する病院 

ワ・カ （略） 

ヨ 特掲診療料の施設基準等（平成１８年厚生労働省告示第

９４号）に定める施設基準に適合するものとして地方社会

保険事務局長又は都道府県知事に届け出た精神科作業療

法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナ

イト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患

者デイ・ケアを行う病院 

タ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条

第１６項に規定する共同生活援助を実施している精神病院

 

３７年法律第８８号）第２条第１項の規定に基づく指定

を受けた地域を有する市町村の区域に所在する病院を除

く。） 

(3) 周産期医療施設 

リ 平成６年６月２３日健政発第４９５号厚生省健康政策局

長通知「研修医のための研修施設の整備について」に規定

する研修医のための研修施設を整備する病院 

ヌ （略） 

ル 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７

の２に規定する老人介護支援センターの事業を実施してい

る病院 

ヲ 基本診療料の施設基準等（平成１２年３月１７日厚生省

告示第６７号）に定める施設基準に適合するものとして地

方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た緩和ケア

を行う病棟を有する病院 

ワ・カ （略） 

ヨ 特掲診療の施設基準等（平成１２年厚生省告示第６８号）

に定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務

局長又は都道府県知事に届け出た精神科デイケアを行う病

院 

 

 

タ 平成４年７月２７日健医発第９０２号厚生省保健医療局

長通知「精神障害者地域生活援助事業（精神障害者グルー

プホーム）の実施について」に規定する精神障害者地域生
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レ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５０条の２

第１項に規定する精神障害者社会復帰施設を運営している

精神病院 

ソ～ネ （略） 

 

Ⅱ 次のいずれかに該当する診療所であること。 

イ～ハ （略） 

ニ 特掲診療料の施設基準等に定める施設基準に適合するも

のとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出

た在宅末期医療を行う診療所 

ホ 特掲診療料の施設基準等に定める施設基準に適合するも

のとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出

た在宅時医学総合管理を行う診療所 

ヘ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する通所

リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション

を行うものとして指定を受けた診療所 

ト・チ （略） 

リ 特掲診療料の施設基準等に定める施設基準に適合するも

のとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出

た精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・

ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア又

は重度認知症患者デイ・ケアを行う診療所 

ヌ （略） 

 

活援助事業を実施している精神病院 

レ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５０条第２

項に規定する精神障害者社会復帰施設を運営している精神

病院 

ソ～ネ （略） 

 

Ⅱ 次のいずれかに該当する診療所であること。 

イ～ハ （略） 

ニ 特掲診療の施設基準等に定める施設基準に適合するもの

として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た

在宅末期医療を行う診療所 

ホ 特掲診療の施設基準等に定める施設基準に適合するもの

として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た

寝たきり老人在宅総合診療を行う診療所 

ヘ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する通所

リハビリテーションを行うものとして指定を受けた診療所 

 

ト・チ （略） 

リ 特掲診療の施設基準等に定める施設基準に適合するもの 

として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た

精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア

又は精神科デイ・ナイト・ケアを行う診療所 

 

ヌ （略） 
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(2) 当該医療法人の開設する病院又は診療所が、次に掲げる要件の

いずれかに該当していること。 

① （略） 

② 救急病院等を定める省令第２条の規定に基づき、救急病院で

ある旨の告示を受けている病院であること。 

 

③ もっぱら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又

は歯科の診療を行う病院で患者３０人以上の収容施設を有する

ものであること。 

④ （略） 

 

３ 法人の業務について（規則第３０条の３５第１項第３号） 

規則第３０条の３５第１項第３号イの社会保険診療とは、次に掲

げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいうものである

こと。 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）（防衛庁の職

員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）第２２条

第１項においてその例によるものとされる場合を含む。以下同

じ。）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）、私

立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、戦傷病者特別

援護法（昭和３８年法律第１６８号）、母子保健法（昭和４０年法

律第１４１号）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）又は原

子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７

(2) 当該医療法人の開設する病院又は診療所が、次に掲げる要件の

いずれかに該当していること。 

① （略） 

② 救急病院等と定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第２

条の規定に基づき、救急病院である旨の告示を受けている病院

であること。 

③ もっぱら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又

は歯科の診療を行なう病院で患者３０人以上の収容施設を有す

るものであること。 

④ （略） 

 

３ 法人の業務について（規則第３０条の３５第１項第３号） 

規則第３０条の３５第１項第３号イの社会保険診療とは、次に掲

げる給付又は医療若しくは助産をいうものであること。 

 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）（防衛庁の職

員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）第２２条

第１項においてその例によるものとされる場合を含む。以下同

じ。）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）、私

立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、戦傷病者特別

援護法（昭和３８年法律第１６８号）、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）又は原子爆弾被爆者に
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号）の規定に基づく療養の給付（健康保険法、国民健康保険法、

船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若

しくは私立学校教職員共済法の規定によって入院時食事療養費、

特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費（国民健康保険法第

５４条の３第１項に規定する特別療養費をいう。以下同じ。）を支

給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被

扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、特定療養費、家

族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する

費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する

部分（特別療養費に係る当該部分にあっては、当該部分であるこ

とにつき保険者の国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令

第５３号）第２７条の６第４項の規定による通知に係る同項の書

面の写しにより証明がされたものに限る。）又はこれらの法律の規

定によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給す

ることとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養

者に係る指定訪問看護を含む。）、更生医療の給付、養育医療の給

付、療育の給付又は医療の給付 

 

 

(2) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく医療

扶助のための医療、介護扶助のための介護（同法第１５条の２第

１項第１号に掲げる居宅介護のうち同条第２項に規定する訪問看

護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリ

テーション若しくは短期入所療養介護又は同条第４項に規定する

施設介護のうち同項に規定する介護保健施設サービス若しくは介

対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）の規定に基

づく療養の給付（健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国

家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校

職員共済法の規定によって入院時食事療養費、特定療養費、家族

療養費若しくは特別療養費（国民健康保険法第５４条の３第１項

に規定する特別療養費をいう。以下同じ。）を支給することとされ

る被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養

のうち当該入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは

特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこ

れらの法律の規定により定める金額に相当する部分（特別療養費

に係る当該部分にあっては、当該部分であることにつき保険者の

国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第２７

条の６第４項の規定による通知に係る同項の書面の写しにより証

明がされたものに限る。）又はこれらの法律の規定によって訪問看

護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給される被保険者若し

くは組合員若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。）、更生

医療の給付、養育医療の給付、育成医療の給付、療育の給付又は

医療の給付 

 

(2) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく医療

扶助のための医療又は出産扶助のための助産 
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護療養施設サービスに限る。）又は出産扶助のための助産 

 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）、結核予防法（昭和２６年法律第９６号）、麻薬及び向

精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）の規定に基づく

医療 

 

(4) 老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の規定に基づく医療（同

法の規定によって入院時食事療養費若しくは特定療養費を支給す

ることとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち当該入院時

食事療養費若しくは特定療養費の額の算定に係る当該療養に要す

る費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又

は同法の規定によって老人訪問看護療養費を支給することとされ

る老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護を含む。） 

 

 

 

(5) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定によって居宅介

護サービス費若しくは居宅支援サービス費（以下「居宅介護サー

ビス費等」という。）を支給することとされる被保険者に係る指定

居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管

理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。）

 

 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）、結核予防法（昭和２６年法律第９６号）又は麻薬及び

向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）の規定に基づく医療 

 

 

 

 

 

(4) 老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の規定に基づく医療（同

法の規定によって入院時食事療養費若しくは特定療養費を支給す

ることとされている老人医療受給対象者に係る療養のうち当該入

院時食事療養費若しくは特定療養費の額の算定に係る当該療養に

要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部

分、同法の規定によって老人保健施設療養費を支給することとさ

れている老人医療受給対象者に係る施設療養又は同法の規定によ

って老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対

象者に係る指定老人訪問看護を含む。） 
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のうち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅

サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に

相当する部分又は同法の規定によって施設介護サービス費を支給

することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは

指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の

算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設

サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に

相当する部分 

 

  (6) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）の規定によっ

て自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者

等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定

に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定

により定める金額に相当する部分 

 

 ４～５ （略） 

 

６ 医療法人の組織及び運営について 

医療法人の組織及び運営については、次によるものとすること。

 

  (1) （略） 

(2) 次に掲げる医療法人の種別に応じ、寄附行為又は定款において

それぞれ次に掲げる事項が定められているものとすること。 

   ① 財団である医療法人 

ア～ウ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４～５ （略） 

 

６ 医療法人の組織及び運営について 

医療法人の組織及び運営については、次によるものとすること。 

 

  (1) （略） 

(2) 次に掲げる医療法人の種別に応じ、寄附行為又は定款において

それぞれ次に掲げる事項が定められているものとすること。 

   ① 財団である医療法人 

ア～ウ （略） 
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エ 理事会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除

き、次によること。 

(ア) 重要事項の決定 

次に掲げる事項の決定は、理事会における理事総数（理

事現在数）の３分の２以上の多数による議決を必要とす

るとともに、原則として評議員会の同意を必要とするこ

と。 

・収支予算（事業計画を含む。） 

・収支決算（事業報告を含む。） 

・基本財産の処分 

・借入金（その会計年度内の収入をもって償還する短期

借入金を除く。）その他新たな義務の負担及び権利の放

棄 

・寄附行為の変更 

・解散及び合併 

・附帯業務及び収益業務に関する重要な事項 

 

 

 

 

 

 

エ 理事会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除

き、次によること。 

(ア) 重要事項の決定 

次に掲げる事項の決定は、理事会における理事総数（理

事現在数）の３分の２以上の多数による議決を必要とす

るとともに、原則として評議員会の同意を必要とするこ

と。 

・収支予算（事業計画を含む。） 

・収支決算（事業報告を含む。） 

・基本財産の処分 

・借入金（その会計年度内の収入をもって償還する短期

借入金を除く。）その他新たな義務の負担及び権利の放

棄 

・寄附行為の変更 

・解散及び合併 

・付帯業務又は収益業務に関する重要な事項 

  

  
 



【参考；改正後通知本文】

健政発第８０２号

平成１０年７月６日

最終改正 医政発第０３３１００２号

平成１８年３月３１日

各 都道府県知事 殿

厚生省健康政策局長

特別医療法人について

平成９年１２月１７日付けで公布された医療法の一部を改正する法律（平成９年法律第

１２５号）のうち、特別医療法人に関する規定については、本年３月２０日付けで公布さ

れた医療法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成１０年政令第４５号。別

添１参照）により、本年４月１日から施行されることとなった。

これに伴い 医療法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 平、 （

成１０年政令第４６号。別添２参照）が本年３月２０日付けで、医療法施行規則等の一部

を改正する省令（平成１０年厚生省令第３５号。別添３参照）が本年３月２７日付けでそ

れぞれ公布され、本年４月１日より施行されたところである。併せて、厚生大臣の定める

医療法人が行うことができる収益業務（平成１０年厚生省告示第１０８号。別添４参照）

が本年３月２７日付けで告示され、本年４月１日から施行されたところである。

特別医療法人制度の創設に係るこれらの措置の内容及びこれらに関連して都道府県にお

いて扱うこととなる事務の処理については左記のとおりであるので、御了知の上、適正な

る実施を期するとともに、貴管下の医療法人については、今回の趣旨に鑑み、その指導監

督により一層の御配慮を願いたい。

記

第１ 特別医療法人制度の趣旨

医療法人制度は、医療機関の開設主体を法人化することにより、医療の永続性及び

継続性並びに資金の集積性を確保し、もって私人による医療機関の経営を容易にする

ことを目的として、昭和２５年に創設され、現在、医療法人は、我が国の医療の最も

有力な提供主体となっている。

近年、地域における民間医療機関の重要性の増大、医療機関の経営の悪化等医療を



取り巻く環境が変化している中で、地域において重要な役割を果たしている民間医療

機関の経営の安定性の確保等が求められている。

このため、一定の要件を満たし公的な運営が確保されている医療法人を特別医療法

人として位置づけ、その収益を医業経営に充てることを目的とした収益業務を実施す

ることができるものとし、地域における医療の安定的な提供体制を整備するものであ

る。

第２ 特別医療法人の要件

医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。)第４４条又は第５０条

の規定により、医療法人の設立認可又は寄附行為若しくは定款の変更認可を行うにあ

たり、当該医療法人が、法第４２条第２項に規定する特別医療法人に該当する場合又

は特別医療法人に該当することとなる場合にあっては、次に掲げる要件に該当するか

否かについて審査を行うものとすること。

また、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号。以下「規則」という。)第

３０条の３６第１項の規定により、社団である医療法人で持分の定めのあるものが、

定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行する場合にあっ

ては、当該法人の社員総会において、定款の変更認可がなされた日をもって持分請求

権の放棄の効力が生ずるものとする決議を行うものであることにつき、留意するもの

であること。

１ 法人の種別について（規則第３０条の３５第１項第１号）

財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めのないものであること。

２ 医療施設について（規則第３０条の３５第１項第２号）

当該医療法人が開設する病院又は診療所のうち、一以上のものが、(1)及び(2)に該

当するものであること。

(1) ①に掲げる病床のいずれかを含み、又は②に掲げる病院又は診療所であること。

① 次に掲げる病床のいずれかを含む病院又は診療所であること。

ア 専らがんその他の悪性新生物、小児疾患若しくは周産期疾患又は循環器疾患

に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療

所並びにこれらに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床

イ 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者

の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又

は診療所の病床

ウ 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能

に係る病床



、 、 、エ 精神病質 アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患 老人性精神疾患

小児精神疾患、頭部外傷による精神疾患又は合併症を伴う精神疾患に関し、特

殊の診断機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床

オ 治療方法の確立していない疾病にり患している者を入院させ、当該疾病に関

し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床

カ 小児慢性疾患に関し、診断及び治療を行う病院であつて、療養中の児童又は

生徒に対して学校教育を行う施設が設置されているものの当該機能に係る病床

キ 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院

又は診療所の当該機能に係る病床

ク 専ら結核後遺症に起因する慢性呼吸不全の患者を入院させ、診断及び治療を

行う病院又は診療所の当該機能に係る病床

ケ 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は

診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させ

る病院又は診療所の当該機能に係る病床

②Ⅰ 次のいずれかに該当する病院であること。

イ 平成１３年５月１６日健政発第５２９号厚生省健康政策局長通知「へき地

保健医療対策事業について」に規定するへき地医療拠点病院

ロ 昭和５２年７月６日医発第６９２号厚生省医務局長通知「救急医療対策の

整備事業について」に規定する次に掲げる病院

(1) 病院群輪番制等に参加している病院

(2) 共同利用型病院

(3) 救命救急センター又は救命救急センターを設置している病院

ハ 平成１０年６月１１日健政発第７２８号厚生省健康政策局長通知「地域医

療研修施設の整備について」に規定する地域医療研修施設

ニ 昭和５５年１１月４日医発第１１０５号厚生省医務局長通知「腎移植施設

の整備事業について」に規定する腎移植施設

ホ 昭和５７年１月２２日医発第８５号厚生省医務局長通知「老人デイケア施

設の整備事業について」に規定する老人デイケア施設

ヘ 昭和５９年１０月２５日健政発第２６３号厚生省健康政策局長通知「共同

利用施設の整備について」に規定する共同利用施設

ト 削除

チ 平成７年４月３日児発第３７９号厚生省児童家庭局長通知「母子医療施設

整備事業の実施について」に規定する周産期医療施設

リ 平成６年６月２３日健政発第４９５号厚生省健康政策局長通知「研修医の

ための研修施設整備事業の実施について」に規定する研修医のための研修施

設を整備する病院

ヌ 健康保険法施行規則（大正１５年内務省令第３６号）第６９条に規定する

訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション」という ）の事業を。

実施している病院

ル 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２第１項に規定



する老人介護支援センターの事業を実施している病院

ヲ 基本診療料の施設基準等（平成１８年厚生労働省告示第９３号）に定める

施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届

け出た緩和ケアを行う病棟を有する病院

ワ 外来患者に係る院外処方箋の割合が３０パーセント以上の病院

カ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第１９条の８の規定に基づく指定を受けた病院

ヨ 特掲診療料の施設基準等（平成１８年厚生労働省告示第９４号）に定める

施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届

け出た精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科

ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを

行う病院

タ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１６項に規定す

る共同生活援助を実施している精神病院

レ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５０条の２第１項に規定する

精神障害者社会復帰施設を運営している精神病院

ソ 昭和５７年４月１６日衛発第３６０号厚生省公衆衛生局長通知「精神障害

者社会復帰適応訓練事業の実施について」に規定する精神障害者社会適応訓

練事業を実施している精神病院

ツ 平成１２年３月３１日障第２５１号大臣官房障害保健福祉部長通知「保健

所及び市町村における精神保健福祉業務について」に基づき実施される地域

精神保健活動に対し協力及び支援を行っている精神病院

ネ 病床数の５０パーセント以上が療養病床である病院

Ⅱ 次のいずれかに該当する診療所であること。

イ 山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項、離島振興法（昭和

２８年法律第７２号）第２条第１項又は過疎地域自立促進特別措置法（平成

１２年法律第１５号）第２条第１項の規定に基づく指定を受けた地域を含む

市町村の区域に所在する診療所（当該市町村の区域に病院が存在しない場合

に限る）

ロ 基準病床数に比べて１０パーセント以上病床が不足している二次医療圏

（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の３第２項第１号に規定す

る区域をいう ）内の区域に所在する診療所。

ハ 救急告示診療所（救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定に基づく認定を受けた診療所をいう ）又は平成１０年。

６月１日健政発第６８９号厚生省健康政策局長通知「医療計画について」に

規定する初期救急医療施設であって、休日及び夜間における救急医療の確保

のために診療を行っている診療所

ニ 特掲診療料の施設基準等に定める施設基準に適合するものとして地方社会

保険事務局長又は都道府県知事に届け出た在宅末期医療を行う診療所

ホ 特掲診療料の施設基準等に定める施設基準に適合するものとして地方社会



保険事務局長又は都道府県知事に届け出た在宅時医学総合管理を行う診療所

ヘ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する通所リハビリテーショ

ン又は介護予防通所リハビリテーションを行うものとして指定を受けた診療

所

ト 訪問看護ステーションの事業を実施している診療所

チ 外来患者に係る院外処方箋の割合が３０パーセント以上の診療所

リ 特掲診療料の施設基準等に定める施設基準に適合するものとして地方社会

保険事務局長又は都道府県知事に届け出た精神科作業療法、精神科ショート

・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケ

ア又は重度認知症患者デイ・ケアを行う診療所

ヌ 病床数の５０パーセント以上が療養病床である診療所

(2) 当該医療法人の開設する病院又は診療所が、次に掲げる要件のいずれかに該当し

ていること。

① 患者４０人以上の収容施設を有する病院であること。

② 救急病院等を定める省令第２条の規定に基づき、救急病院である旨の告示を受

けている病院であること。

③ もつぱら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を

行う病院で患者３０人以上の収容施設を有するものであること。

④ 救急病院等を定める省令第２条の規定に基づき、救急診療所である旨を告示

された診療所であつて患者１５人以上の収容施設を有するものであること。

３ 法人の業務について（規則第３０条の３５第１項第３号）

、 、規則第３０条の３５第１項第３号イの社会保険診療とは 次に掲げる給付又は医療

介護、助産若しくはサービスをいうものであること。

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号 、国民健康保険法（昭和３３年法律第１）

９２号 、船員保険法（昭和１４年法律第７３号 、国家公務員共済組合法（昭和３） ）

３年法律第１２８号 （防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２）

６６号）第２２条第１項においてその例によるものとされる場合を含む。以下同

じ 、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号 、私立学校教職員共。） ）

済法（昭和２８年法律第２４５号 、戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６）

８号 、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号 、児童福祉法（昭和２２年法律第） ）

１６４号）又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７

号）の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家

公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定

によって入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費（国民健

康保険法第５４条の３第１項に規定する特別療養費をいう。以下同じ ）を支給す。

ることとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のう



ち当該入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定

に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相

当する部分（特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき保

険者の国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第２７条の６第４

項の規定による通知に係る同項の書面の写しにより証明がされたものに限る ）又。

はこれらの法律の規定によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給

することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪

問看護を含む 、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付。）

（ ） 、(2) 生活保護法 昭和２５年法律第１４４号 の規定に基づく医療扶助のための医療

介護扶助のための介護（同法第１５条の２第１項第１号に掲げる居宅介護のうち同

条第２項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所

リハビリテーション若しくは短期入所療養介護又は同条第４項に規定する施設介護

のうち同項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限

る ）又は出産扶助のための助産。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号 、結核）

予防法（昭和２６年法律第９６号 、麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第）

１４号 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年）

法律第１１４号）又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する法律（平成１５年法律第１１０号）の規定に基づく医療

(4) 老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の規定に基づく医療（同法の規定によっ

て入院時食事療養費若しくは特定療養費を支給することとされる老人医療受給対象

者に係る療養のうち当該入院時食事療養費若しくは特定療養費の額の算定に係る当

該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同

法の規定によって老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者

に係る指定老人訪問看護を含む ）。

(5) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定によって居宅介護サービス費若し

くは居宅支援サービス費（以下「居宅介護サービス費等」という ）を支給するこ。

（ 、 、ととされる被保険者に係る指定居宅サービス 訪問看護 訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る ）のう。

ち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用

の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によって施

設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若

しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る

当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額と

して同法の規定により定める金額に相当する部分



(6) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）の規定によって自立支援医療費

を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当

該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として

同法の規定により定める金額に相当する部分

４ 法令違反等の事実について（規則第３０条の３５第１項第４号）

規則第３０条の２５第１項第４号の要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当する

ものであること。

(1) 法、医師法（昭和２３年法律第２０１号）等の違反の事実が確認されていないこ

と。

(2) 健康保険法等医療保険関係法令等違反の事実が確認されていないこと。

(3) 法第３０条の７の規定に基づく都道府県知事の勧告に反する病院の開設、増床又

は病床種別の変更が行われた事実が確認されていないこと。

５ 特別利益の供与について（規則第３０条の３５第１項第５号）

規則第３０条の３５第１項第５号の規定による特別の利益を与えることとは、具体

的には、次の(1)又は(2)に該当すると認められる場合が、これに該当するものとして

取り扱うものとすること。

(1) 寄附行為又は定款において、規則第３０条の３５第１項第５号に規定する者に対

して、当該法人の財産を無償で利用させ、又は与えるなどの特別の利益を与える旨

の記載がある場合

(2) 当該法人が、規則第３０条の３５第１項第５号に規定する者に対して、次に掲げ

るいずれかの行為をし、又は行為をすると認められる場合。

① 当該法人の所有する土地をこれらの者に居住、担保その他の私事に利用させる

こと。

② 当該法人の他の従業員に比べて有利な条件で、これらの者に金銭を貸付をする

こと。

③ 当該法人の所有する財産をこれらの者に無償又は著しく低い価額の対価で譲渡

すること。

④ これらの者から金銭その他の財産を過大な利息又は賃借料で借り受けること。

⑤ これらの者から所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこれらの者

から病院等の業務の用に供するとは認められない財産を取得すること。

⑥ これらの者に対して、当該法人の役員等の地位にあることのみに基づき給与等



を支払い、又は当該法人の他の従業員に比べて過大な給与等を支払うこと。

⑦ これらの者の債務に関して、保証、弁済、免除又は引き受け（当該法人の設立

のための財産の提供に伴う債務の引き受けを除く ）をすること。。

、 、 。⑧ 病院等の業務を 主として 又は不公正な方法によりこれらの者に与えること

６ 医療法人の組織及び運営について

医療法人の組織及び運営については、次によるものとすること。

(1) 寄附行為又は定款において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずる

もの（以下(1)において「役員等」という ）のうち親族関係を有する者及びこれら。

と次に掲げる特殊の関係がある者（以下「親族等」という ）の数がそれぞれの役。

、 。員等の数のうちに占める割合は いずれも３分の１以下とする旨の定めがあること

① 当該親族関係を有する役員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者

② 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受

ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

③ ①又は②に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

④ 当該親族関係を有する役員等及び①から③までに掲げる者のほか、次に掲げる

法人の役員又は使用人である者

ア 当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人

イ 当該親族関係を有する役員等及び①から③までに掲げる者並びにこれらの者

と特殊の関係にある同族会社

(2) 次に掲げる医療法人の種別に応じ、寄附行為又は定款においてそれぞれ次に掲げ

る事項が定められているものとすること。

① 財団である医療法人

ア 理事の定数は６人以上、監事の定数は２人以上であること。

イ 事業の管理運営に関する事項を審議するため評議員会の制度が設けられてお

り、評議員の定数は、理事の定数の二倍を超えていること。ただし、理事と評

議員との兼任禁止規定が定められている場合には、評議員の定数は、理事の定

数と同数以上であること。

ウ 理事、監事及び評議員の選任は、例えば、理事及び監事は評議員会の議決に

より、評議員は理事会の議決により選出されるなどその地位にあることが適当

であると認められる者が公正に選任されること。

、 、 。エ 理事会の議事の決定は 法令に別段の定めがある場合を除き 次によること

(ア) 重要事項の決定

次に掲げる事項の決定は、理事会における理事総数（理事現在数）の３

分の２以上の多数による議決を必要とするとともに、原則として評議員会

の同意を必要とすること。



・収支予算（事業計画を含む ）。

・収支決算（事業報告を含む ）。

・基本財産の処分

・借入金（その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く ）。

その他新たな義務の負担及び権利の放棄

・寄附行為の変更

・解散及び合併

・附帯業務及び収益業務に関する重要な事項

(イ) その他の事項の決定

上記(ア)に掲げる事項以外の事項の決定は、原則として、理事会におい

て理事総数（理事現在数）の過半数の議決を必要とすること。

オ 評議員会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員会に

おける評議員総数（評議員現在数）の過半数の議決を必要とすること。

カ 右記エ及びオの議事の表決を行う場合は、あらかじめ通知された事項につい

て書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなすことができるが、他の者

を代理人として表決を委任することはできないこと。

キ 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。

② 社団である医療法人

ア 理事の定数は６人以上、監事の定数は２人以上であること。

イ 理事及び監事の選任は、例えば、社員総会における社員の選挙により選出さ

れるなどその地位にあることが適当であると認められる者が公正に選任される

こと。

ウ 理事会における議事の決定は、オに該当する場合を除き、原則として、理事

会において理事総数（理事現在数）の過半数の議決を必要とすること。

エ 社員総会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の

過半数が出席し、その出席者員の過半数の議決を必要とすること。

オ 次に掲げる事項（カにより評議員会などに委任されている事項を除く ）の。

決定は、社員総会の議決を必要とすること。この場合において、(オ)及び(カ)

以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数（理事現在数）の

３分の２以上の多数による議決を必要とすること。

(ア) 収支予算（事業計画を含む ）。

(イ) 収支決算（事業報告を含む ）。

(ウ) 基本財産の処分

(エ) 借入金（その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除く ）そ。

の他新たな業務の負担及び権利の放棄

(オ) 定款の変更

(カ) 解散及び合併

(キ) 附帯業務及び収益業務に関する重要な事項

カ 社員総会のほかに、事業の管理運営に関する事項を審議するための評議員会

などの制度が設けられていること。また、右記オの(オ)及び(カ)以外の事項の



決定がこれらの機関に委任されている場合におけるこれらの機関の構成員の定

数及び選任並びに議事の決定については、次によること。

(ア) 構成員の定数は、理事の定数の２倍を超えていること。ただし、理事と

評議員との兼任禁止規定が定められている場合には、評議員の定数は、理

事の定数と同数以上であること。

(イ) 構成員の選任については、上記イに準じて定められていること。

(ウ) 議事の決定については、原則として構成員総数の過半数の議決を必要と

すること。

キ 上記ウからカまでの議事の表決を行う場合には、あらかじめ通知された事項

について書面をもって意思を表示した者は、出席者と見なすことができるが、

他の者を代理人と表決を委任することはできないこと。

ク 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。

(3) 当該医療法人の運営が、法令及び寄附行為又は定款に基づき適正に行われている

こと。

(4) 当該医療法人の経理は、その法人が行う業務の種類及び規模に応じて、その内容

を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の

明細が適正に記帳されていること。

第３ 収益業務の実施

１ 収益業務の範囲等

(1) 特別医療法人が行う収益業務については、次に掲げる要件を満たすものに限られ

るものであり、その規模、内容等についても、規則第３０条の３５第１項第３号の

要件を満たすものであるほか、法の規定により設立された法人の行う業務として社

会的に許容される範囲内のものであることに十分留意するものであること。

① 一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であ

って、社会通念上事業と認められる程度のものであること。

② 医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがないものであること。

③ 経営が投機的に行われるものでないこと。

④ 当該業務を行うことにより、当該医療法人が開設する病院等の業務の円滑な遂

行を妨げるおそれがないものであること。

⑤ 当該医療法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法で経営されるもの

でないこと。

(2) 告示第２条各号に掲げる収益業務の範囲は、日本標準産業分類（平成１４年３月

７日総務省告示第１３９号）を参照されたいこと。



(3) (2)に掲げる業務には、当該医療法人の開設する病院等の業務の一部として又は

これに附随して行われるものは含まれないものとし、特段の定款変更等は要しない

ものとすること。

この場合、附随して行われる業務とは、次に掲げる業務であること。

① 病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象

として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であっ

て、医療提供又は療養の向上の一環として行われるものであること。

、 、 、したがって 病院等の建物内で行われる売店 敷地内で行われる駐車場業等は

病院等の業務に附随して行われるものとされ、敷地外に有する法人所有の遊休資

産を用いて行われる駐車場業は附随する業務に含まれないものとして取り扱うも

のとすること。

② 病院等の施設外で当該病院に通院する患者を対象として行われる業務であっ

て、当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるものである

こと。

したがって、当該病院等への、又は、当該病院等からの患者搬送は、病院等の

業務に附随して行われるものとされ、当該病院等以外の病院から同じく当該病院

等以外の病院への患者搬送は収益業務とされること。

③ ①及び②において、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の者に

委託して行う場合にあっては、当該法人以外の者が行う事業内容が、①又は②の

前段に該当するものであるときは、当該法人以外の者への委託は附随する業務と

みなし、①又は②の前段に該当しないものであるときは、附随する業務に含まれ

ないものとして取り扱うものとすること。

２ 関係法令の遵守

収益業務の実施に当たっては、医療法の規定に基づく定款変更等のみではなく、そ

れぞれの行う業務に係る関係諸法令を遵守し、許可、届出等の手続きに遺漏がないよ

うに留意するものであること。

また、収益業務を定款等に記載する場合には、具体的に記載するものとすること。

３ 区分経理

特別医療法人が収益業務を行う場合にあっては、収益業務から生ずる所得に関する

経理と収益業務以外の業務から生ずる所得に関する経理とをそれぞれ区分して行わな

ければならないものとすること。

この場合の「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけではな

く、資産、負債及び資本に関する経理についても同様にその区分経理が行わなければ

ならないものとすること。

４ 定款等の変更等



(1) 特別医療法人が新たに収益業務を行う場合にあっては、医療法第４２条第２項の

規定に基づき、当該医療法人の定款又は寄附行為の変更が必要であること。

(2) 定款又は寄附行為の変更認可の申請は、規則第３２条第４項の規定により行う

ものとすること。

５ 収益業務の実施に当たっての留意事項

収益業務の実施に当たっては、収益業務に多額の投資を行うことによって法人の経

営状態が悪化したり、医療業務に必要な範囲を超えて収益業務の収入が確保されてい

るなど法人の収益業務の継続が法人本来の業務である病院、診療所又は老人保健施設

の経営に支障が生ずることのないよう、また、不公正取引を禁じる経済法規等に違反

しているおそれがあるなどの社会的批判が惹起されないよう留意するものであるこ

と。例えば、収益業務の開始後概ね２年間を経過した後に、収益業務を行う特別医療

法人の収益が、収益業務を行う前に比較し悪化した場合において、その収益悪化につ

いて、収益業務の開始以外の特段の理由が存在しない場合は、必要に応じ、法第６４

条第１項及び第２項、法第６４条の２並びに法第６６条の規定を適用することができ

るものであること。

第４ その他

１ 特別医療法人の定款例及び寄附行為例について

特別医療法人の定款例及び寄附行為例を別紙のとおり定めることとしたこと。

２ 税務当局への届出について

特別医療法人の設立又は特別医療法人とするための定款等の変更がなされたとき

は、当該特別医療法人は、設立の日又は定款等の変更がなされた日以後２月以内に、

都道府県知事（厚生労働大臣）の設立認可書又は定款変更等認可書に定款等の写し等

を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するものとすること。

３ 特別医療法人に対する財産の提供について

特別医療法人の設立又は特別医療法人とするための定款等の変更に伴い、特別医療

法人に対して財産の贈与又は遺贈があった場合に、租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第４０条第１項後段の規定に基づく国税庁長官の承認を受けようとする者

は、当該贈与又は遺贈があった日から３か月以内に、納税地の所轄税務署を経由して

承認申請書等を提出する必要があること。



この場合において、特別医療法人の設立の場合にあっては、特別医療法人を設立す

るために設けられた設立準備委員会又は発起人会において、法人の設立登記の日をも

って贈与又は遺贈の効力が生ずるものとして財産の贈与又は遺贈を受け入れる旨の決

議が行われた当該財産の贈与又は遺贈について、特別医療法人とするための定款等の

変更の場合にあっては、当該法人の理事会等権限ある機関において、定款等の変更認

可がなされた日をもって贈与又は遺贈の効力が生ずるものとして財産の贈与又は遺贈

を受け入れる旨の決議が行われた当該財産の贈与又は遺贈について、国税庁長官の承

認を受けるものとすること。


